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主な変更点 

 

変更点は以下の通りです。 

画面名 区分 対象施設 変更内容 

単価マスタ 追加 保育所、認定こども園（幼保連のみ） 保育補助者雇用経費の制度変更 

単価マスタ 追加 保育所、認定こども園、小規模保育事業Ａ・B型 １歳児配置改善加算の新設 

単価マスタ 変更 認定こども園（保育認定のみ） チーム保育加配加算の適用変更 

単価マスタ 追加 保育所、幼稚園、認定こども園 
公定価格における定員区分の細分化（「定員

を恒常的に超過する場合」の減算のみ） 

 

 保育補助者雇用経費の制度変更 初期設定メニュー ⇒ 単価マスタ 

 

○ 保育補助者雇用経費の制度変更について  

対象施設：保育所、認定こども園（幼保連のみ）  令和７年度の公定価格制度改正に伴い、「保育補助者雇用経費の 

制度変更」に対応しました。過誤請求が必要になりますので、単価マスタ登録方法、過誤方法をご確認ください。 

 

注意点 保育補助者雇用経費の制度変更について  

バージョンアップ後、令和 6年度と令和 7年度で保育補助者雇用経費が追加されています。 

▼令和 6年度用の保育補助者雇用経費 

令和 7年 4月以降の登録されているすべての履歴を「有」から「無」に必ず変更してください。 

▼令和 7年度用の保育補助者雇用経費 

令和 7年 4月以降の登録されているすべての履歴を、横浜市から詳細な通知があるまでは 

「3年以上 7年未満」に必ず変更してください。 

人数に関しては、Kintoneにて申請している人数を登録してください。 

※「この変更に伴って令和 6年 4月～令和 7年 3月の過誤請求が必要はありません 

※過誤方法に関しては、P.3に記載している過誤請求方法をご確認ください。 

 

〇単価マスタ 

▼令和 6年度用の保育補助者雇用経費             ▼令和 7年度用の保育補助者雇用経費 
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 １歳児配置改善加算の新設 初期設定メニュー ⇒ 単価マスタ 

 

○ １歳児配置改善加算の新設について  

対象施設：保育所、認定こども園、小規模保育事業Ａ・B型 

令和７年度の公定価格制度改正に伴い、「１歳児配置改善加算」を新設しました。 

過誤請求が必要になりますので、単価マスタ登録方法、過誤方法をご確認ください。 

 

〇単価マスタ 

 

 

 チーム保育加配加算の適用変更 初期設定メニュー ⇒ 児童マスタ 

 

○ チーム保育加配加算の適用変更  

対象施設：認定こども園（保育認定のみ） 

横浜市がこども家庭庁の見解を踏まえ、加算適用要件を改修しています。 

改修前：クラス年齢が２歳（満３歳児）であっても、誕生日を迎えて３歳（２号認定）になった場合に加算。 

改修後：クラス年齢が３歳以上の児童のみに加算 

※既に請求済の令和７年４月以降分で、満３歳児を 2号認定にしてチーム保育加配加算が適用されていた場合 

過誤再請求が必要になります。 

 

注意点 チーム保育加配加算の適用変更について  

今回のチーム保育加配加算の適用変更では満３歳児を 3号から 2号に変更していた園児が対象です。 

1号の満 3歳児はチーム保育加算の対象ですので、過誤申請の必要はありません。 

弊社の給付費システムでは誕生日を迎えて３歳になった場合、次年度の４月を迎えてクラス年齢が上がらないかぎり 

３号認定のままで問題ありません。 
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１歳児配置改善加算、保育補助者雇用経費の過誤請求について 

 

 単価マスタの修正 初期設定メニュー ⇒ 単価マスタ 

 

○１歳児配置改善加算 ：保育所、認定こども園、小規模保育事業Ａ・B型 

1. ［適用年月］に和暦の場合 ［07-04］西暦の場合「2025-04」と入力し、  Enter  キーを押下します。 

2. ［加算部分①］をクリックし、項目下部にある［１歳児配置改善加算］欄のプルダウンより「有」「無」を申請とおりに選択します。 

3.   登録［F1］  をクリックします。 

4.  続けて 5月以降を作成する場合は手順１へ戻ります。 

 

○保育補助者雇用経費 ：保育所、認定こども園（幼保連のみ） 

1. ［適用年月］に和暦の場合 ［07-04］西暦の場合「2025-04」と入力し、  Enter  キーを押下します。 

2. ［独自助成］をクリックし、項目上部にある［保育補助者雇用経費【R6まで】］欄の「有」から「無」へ変更します。 

3. ［独自助成］の項目下部にある［保育補助者雇用経費【R7以降】］欄の「無」から「3年以上 7年未満」へ変更します。 

  人数に関しては、Kintoneにて申請している人数を登録してください。 

4.   登録［F1］  をクリックします。 

5.  続けて 5月以降を作成する場合は手順１へ戻ります。 

 

 過誤データ作成 メインメニュー ⇒ エラー・過誤選択 

 

令和 7年 4月～9月分の過誤対象月のデータを作成します。 

 

○過誤データ作成 

1. ［処理年月］に和暦の場合［07-04］ 西暦の場合「2025-04」と入力し、  Enter  キーを押下します。 

2.   再請求  をクリックし、  作成［F1］  をクリックします。 

 

補足  

過誤申立書を作成済みの場合は  再請求  はクリックせず、 作成［F1］ をクリックしてください。 

3.  「作成します。よろしいですか？」のメッセージを  OK  します。 

※１歳児配置改善加算を申請している場合 

4.   一括処理  をクリック、［年齢区分］  １歳  を選択、［訂正区分］  過誤請求  を選択し 

  全選択  をクリック、最後に  登録［F1］  をクリックします。 

5.  左の一覧より１歳児の園児 1名をクリックし、加算項目の金額が追加されたことをご確認ください。 

6.  確認後、  終了［F3］  をクリックします。 

7.  続けて 5月分以降を作成する場合は手順１へ戻ります。 
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※保育補助者雇用経費を申請している場合 

1.  ［適用年月］に和暦の場合［07-04］ 西暦の場合［2025-04］と入力し、  Enter  キーを押下します。 

2.   再請求  をクリックし、  作成［F1］  をクリックします。 

 

補足  

過誤申立書を作成済みの場合は  再請求  はクリックせず、 作成［F1］ をクリックしてください。 

3.  「作成します。よろしいですか？」のメッセージを  OK  します。 

4.   施設明細  をクリックしたのち、右上に［訂正部分］  過誤請求  を選択します。 

 

補足  

右上にある［訂正部分］  過誤請求  を選択してクリックをすることで、請求額の再集計を行えます。 

 

5. 「再集計します。よろしいですか？」のメッセージを  OK  します。 

6. 施設明細を確認し、保育補助者雇用経費が改定後の項目に修正されたことをご確認ください。 

7. 確認後、  登録［F１］  をクリックします。 

8.  終了［F3］  をクリックします。 

9. 続けて 5月分以降を作成する場合は手順１へ戻ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足 保育補助者雇用経費の表示項目について 
  横浜市から「当面の間は、「３年以上７年未満」を選択してください。」と指定されていますので 
  施設明細には「保育補助者雇用経費２」の請求項目が表示されます。 
 

保育補助者雇用経費【R6まで】の施設明細の表示項目 

対象施設 請求コード 名称 

保育所 C206001 保育補助者雇用費助成 

認定こども園 H206001 保育補助者雇用費助成 

※保育補助者雇用経費【R7以降】の施設明細の表示項目 

対象施設 請求コード 名称 

保育所 

C249001（３年未満） 

C249002（３年以上７年未満） 

C249003（７年以上） 

保育補助者雇用経費１ 

保育補助者雇用経費２ 

保育補助者雇用経費３ 

認定こども園 

H249001（３年未満） 

H249002（３年以上７年未満） 

H249003（７年以上） 

保育補助者雇用経費１ 

保育補助者雇用経費２ 

保育補助者雇用経費３ 
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 過誤申立書郵送 
メインメニュー ⇒ 印刷処理 

提出帳票 ⇒ 3.過誤申立書 

 

過誤申立書を印刷し、郵送します。 

1. ［請求年月］を選択します。 

2. ［過誤申立年月日］を入力します。 

3. 過誤申立書記載例をもとにシステム内の「過誤理由・内容等印刷」に過誤内容を記載します。 

4.   印刷  をクリックします。プレビューが表示されますので、印刷します。 

※印刷時に 1部施設保管用、1部提出用で印刷することをお勧めいたします。 

 

（過誤申立書記載例） 

 

 

 

 過誤データ送信 メインメニュー ⇒ 請求データ送信 

 

過誤データを送信します 

 

1.  ［処理年月］に和暦の場合［07-04］～［07-09］ 西暦の場合「2025-04」～「2025-09」と入力し  Enter キーを押下します。 

2.   請求データ選択  に請求データが表示されますので、送信したい月分を選択✅します。 

3.   確定  をクリックします。 

4.  「送信データを確定します。よろしいですか？」のメッセージを  OK  します 

5.    送信確認  の画面が表示されます。請求年月や請求項目を確認します。 

6.  確認後、  送信  をクリックします。 

7.  「請求データを送信します。よろしいですか？」のメッセージを  OK  します 

8.  「終了しました。」のメッセージが表示されれば完了です。 

 

 公定価格における定員区分の細分化について 
初期設定メニュー  

⇒ 単価マスタ 

 

○公定価格における定員区分の細分化について 

対象施設：保育所、幼稚園、認定こども 

 

令和７年度の公定価格制度改正に伴い、請求ソフトにおいても 60人以下の定員区分が細分化されました。 

②処理を希望するフローを記載します。 

①過誤請求する内容を全て記載します。 


